様式-２-A　　　　　　　　　　　　　　　　お申込締切　　2026年6月5日（金）
2026年3月31日までに提出→2026年4月1日より補償開始　　　　　　　　　　　　　　　　　送信日2026年　　　月　　　日
2026年4月1日～6月5日に提出→到着日翌日から補償開始
新規中途加入の場合→2026年7月1日より補償開始
※必ずPTA活動開始前までに提出してください
（一社）埼玉県PTA安全互助会　準会員名簿
（各単位PTAが事前に承認し、PTA会員以外で準会員として会費を納める者）

　　　 　　　立　　　　　　　　　学校 (幼稚園・こども園)　　PTA会長　　氏名 (フリガナ)　　　　　　　　　　　　　　　　　公印

	NO
	氏　　名
	フリガナ
	活動内容

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


1 PTA会員以外（学校にお子様が在籍していない地域の方等）で、PTA活動に年間2回以上参加し、会費を納めていただく方の名簿になります。
2 同一世帯（ご夫婦・親子等）の場合、1世帯分の会費（通常加入100円、新規中途加入90円）を納めてください。
3 締切以降は受付できません。
4 学校応援団・子ども見守り隊等は所属する市町村行政の補償となることが多く、PTA活動ではないため適用外となります。補償状況はそれぞれの市町村へお問い合わせください。
5 学校にお子様が在籍されていてPTA非加入の方は準会員にはなれません。
提出先　FAX　048-749-1669　または　E-mail　info@sai-pta-an.jp 
